
人権課題と取組内容

子ども 一人ひとりの人権が
大切にされるまちづくり
一人ひとりの人権が

大切にされるまちづくり

インター

ネットによる

人権侵害

主な取組内容

●インターネット利用者は、個人のプライ
　バシーや名

めい
誉
よ
に関する正しい理解を深め

　る。
●インターネットを利用する場合には、個
　人情報を無断掲載しないなど、個人情報
　の保護に関する正しい理解を深める。
●電子掲示板への書き込みやホームページ
　など、インターネット上で人権が侵害さ
　れた場合には早めに相談をする。

　アイヌの人々、外国人、ＨＩＶ感染者およびハンセン病患者・回復者、刑を終えて出所した人、犯罪被
害者とその家族などをめぐるさまざまな人権問題も、人権擁

よう
護
ご
を推進していくうえでの重要課題であり、

その取組が引き続き求められています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　このような人権を取り巻く状況をふまえ、家庭、職場、地域における人権問題の早期解決と、一人ひと
りの人権が尊

そんちょう
重される社会の実現のため、町民と行政が協働して、人権啓

けい
発
はつ
に取り組みましょう。

　インターネットは、パソコンや携帯電話、スマートフ

ォンなどを使って、簡単に利用することができ、私たち

の生活を便利なものにしています。

　その一方で、電子メール、ホームページや電子掲示板

を悪用して、他人を根
こん

拠
きょ

のない悪口で傷つける表現や少

年被
ひ

疑
ぎ

者
しゃ

の実名・顔写真の掲
けい

載
さい

など、個人のプライバシ

ーに関する情報や差別を助長する情報が掲載されるとい

った人権を侵
しん

害
がい

する問題が起こっています。

　さらに、最近では、インターネットを利用して不正に

個人情報を入手し、架
か

空
くう

の請求書を送りつけたり、偽
ぎ

造
ぞう

カードで現金を引き出したりするなどの犯罪が増えてい

ます。個人情報を不正に収集、提供することは、大きな

人権侵害です。

　インターネットの利用について、ルールやマナーを守

ることが必要です。

女 性

主な取組内容

●家庭・学校・職場・地域社会など、あらゆ
　る生活の場で男女共同参画を考える。
●就
しゅうぎょう
業機会の拡大と男女がともに働きやすい

　就業環境の実現のため、子育て支援を充実
　する。
●地域コミュニティや職場などで、立案や決
　定過程に男女がともに積極的に参画できる
　環境づくりを進める。
●セクシュアル・ハラスメントやドメスティ
　ックバイオレンス（夫婦・恋人間などでの　
　パートナーに対する暴力）など、あらゆる
　暴力の防止をめざし、相談・支援体制を充
　実する。

　女性の人権問題に対する社会一般の認識が深まる中、

各種法律や制度の整備が図られてきました。

　そして、平成11年「男女共同参
さん

画
かく

社会基本法」が

制定され、男女が社会の対等な構成員として、互いに

責任を分かち合い、性別にかかわりなくその個性と能

力を十分に発
はっ

揮
き

できる男女共同参画社会の実現が、重

要な課題として位置づけられました。

　しかし、依
い

然
ぜん

として、雇
こ

用
よう

機会や待
たい

遇
ぐう

などの面で、

男女間の格
かく

差
さ

が存在するなど、男女共同参画が進んで

いない状況があります。また、配偶者などからの暴力、

性犯罪、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行

為など、人権を侵
しん

害
がい

する事案が生じています。

　男女が互いに人権を尊
そんちょう

重しながら、社会のあらゆる

分野に共に参画し、個性と能力が十分発揮できる環境

づくりが必要です。
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～ひとりで悩まずに、 お気軽にご相談ください～
○くらしの総合相談所（人権擁

よう

護
ご

委員）･･･ 毎月第２木曜日 10:00～15:00
○人権擁護委員、役場（本庁・各支所住民生活課）においても相談に応じています。

　人間が人間らしく生きる権利で、
生まれながらに持つ権利であり、社
会においてすべての人々が生命と自
由を確保し、誰もが他の人から傷つ
けられたりすることなく、安心して
自由に行動できる社会を実現するた
めの権利です。

人権とは？

※このパンフレットは、広島地域人権啓発活動ネットワーク協議会の人権啓発活動地方委託事業により作成しています。

安芸太田町
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●障がいに関する理解を広める。
●障がいのある人とその家族からの相談に応
　じることができるよう、必要な相談体制の
　整備や障がいのある人の家族が互いに支え
　合うための活動を支援する。
●就
しゅうぎょう
業機会の確保と雇

こ
用
よう
の促
そく
進
しん
や就
しゅうろう
労支援を

　充実する。
●住宅、公共交通機関など、生活空間のバリ
　アフリー環境の整備を進める。
●地域活動への参加の支援やボランティアの
　育成を進める。
●講演会の開催など、障がいに関する学習機
　会を充実する。
●障がいのある人の多様なニーズに対応する
　生活支援体制の整備を進める。
●住み慣れた地域で安心して快

かい
適
てき
に暮らし、

　生活していけるように緊
きんきゅう
急時

じ
の避

ひ
難
なん
体制や、

　地域の見守りなどによる防犯体制を充実す
　る。

●家庭・学校・職場・地域社会など、あらゆ
　る生活の場で同和問題について考える。
●同和問題に関する偏

へん
見
けん
や差別意識を解

かいしょう
消し、

　同和問題の早期解決をめざして、人権尊
そんちょう
重

　を高める意識を広める。
●事業主は、就職の機

き
会
かい
均
きん
等
とう
を確保するため、

　公正な採用選考に取り組む。
●就職や結婚のとき、出身地や家族の状況を
　調べる身元調査は差別につながるので、こ
　うした身元調査をしない・させない取組を
　行う。
●同和問題を正しく理解するため、また、同
　和問題の解決に向けて、地域コミュニティ
　や職場、学校などが一体的となって、人権
　啓発講演会・研修会の開催や広報誌などに
　より、人権啓発・学習活動を進める。

子ども

　障害者基本法では「すべての障害者は、社会を構成

する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野

の活動に参加する機会を与えられるものとする」と規

定されています。

　しかし現実には、障がいのある人はさまざまな不
ふ

利
り

益
えき

を受ける場合があり、その自立と社会参加が難しい

状況にあります。また、障がいに対する認識・理解不

足から偏
へん

見
けん

や差別意識が生じる場合も少なくありませ

ん。障がいのある人の人権が尊
そんちょう

重され、自らの能力を

最大限に発
はっ

揮
き

し、自己実現できるような社会を築く必

要があります。

　障がいのある人にとって心地よい社会を実現するこ

とは、障がいのある人だけでなく、子どもや高齢者な

どすべての人にとっても、生活しやすい環境や地域社

会をつくることにもつながります。

　日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別によ

り、日本国民の一部の人々が、長い間、経済的、社会

的、文化的に低い状態に置かれることを強
し

いられ、今

なお日常生活のうえでさまざまな差別を受けるなど、

我が国固有の人権問題です。

　この問題を解決するために、昭和44年から33年間、

特別措
そ

置
ち

法
ほう

に基づき、地域改善対策を行ってきました。

その結果、同和地区の環境整備などについては大きく

改善されました。

　しかし、依
い

然
ぜん

として同和問題に対する差別意識は存

在しており、また、インタ－ネットを利用した悪質な

差別情報の掲
けい

載
さい

などの問題が発生しています。

　このような状況をふまえ、一人ひとりが同和問題に

ついて正しい理解と認識を深めるための啓
けい

発
はつ

活動が必

要です。

障がいの

ある人

同和問題●高齢者がいきいきと暮らせる活力に満
み
ちた

　長寿社会をめざし、生きがいづくりや就労、
　社会参加の場を確保する。
●地域住民を主体とした自主的な取組やグル
　ープ活動など、地域に住むすべての人々が、
　社会の一員として互いに支えあって生きて
　いく地域づくりを進める。
●住み慣れた地域で安心して快

かい
適
てき
に暮らし、

　社会参加できるように公共施設、移動手段
　の整備を進める。また、緊

きんきゅう
急時

じ
の避

ひ
難
なん
体制

　や、地域の見守りなどによる防犯体制を充
　実する。
●認知症について正しく理解し、予防対策に
　取り組む。
●高齢者の権利をまもり、虐待防止のための
　相談・支援体制を充実する。
●保健・医療・福祉が連

れん
携
けい
し、一人ひとりに

　最適なサービスが提供できる体制を充実す
　る。

高齢者

　子育てと仕事の両立の困難さや晩
ばん

婚
こん

化
か

、子育てに対

する負担感の増大など、少子化の進行が顕
けん

著
ちょ

となり、

高齢化とともに大きな問題となっています。

　また、核家族化、地域の人間関係の希
き

薄
はく

化
か

、一人親

世帯の増加など、子どもと家庭を取り巻く環境は大き

く変化しています。

　このような状況の中で、過
か

保
ほ

護
ご

、過
か

干
かんしょう

渉といった問

題が生じる一方で、保護者による育
いく

児
じ

放
ほう

棄
き

、子育て不

安からくる子どもへの虐
ぎゃくたい

待など、新たな問題も発生し

ています。

　また、学校では、いじめ・不登校・暴力行為などの

問題を抱えています。

　未来を担う子どもたちの人権が最大限に尊
そんちょう

重され、

豊かな人権意識を備えた人として健
すこ

やかに育つ環境づ

くりが必要です。

　人生の最
さい

期
ご

まで個人として尊
そんちょう

重され、その人らしく

暮らしていくことは誰もが望んでいることです。

　高齢者の中には、長年培
つちか

った知識や経験を生かして

社会活動に積極的に参加する人がいる一方、一人暮ら

しで家に閉じこもりがちな人や、心身機能の低下によ

り自宅や病院・施設で介護を受けながら生活している

人もいます。このような中で、孤
こ

独
どく

死
し

や家族、施設な

どでの身体的・心理的虐
ぎゃくたい

待など、人権侵
しん

害
がい

の状況が発

生する恐れもあります。

　また、高齢者が年齢を理由に就
しゅうろう

労対象から除
じょ

外
がい

され

たり、認
にん

知
ち

症
しょう

に対する認識不足から高齢者の尊
そん

厳
げん

が阻
そ

害
がい

されるという現状もあります。

　高齢者問題を自分自身の問題として捉え、高齢者の

人権について町民一人ひとりの果たすべき役割を認識

することが必要です。

●「子どもは一
いっ
個
こ
の人格を持つ存在である」

　との認識を一層広め、子どもの権利を尊重
　するまちづくりを進める。
●保護者への情報提供や子育てカウンセリン
　グなどをとおし、子どもの人権について考
　える。
●児童虐待に対する正しい理解や未

み
然
ぜん
防
ぼう
止
し
の

　ため、相談援
えん
助
じょ
体制、虐待の早期発見のネ

　ットワーク体制を充実する。
●校内暴力やいじめ、不登校などの問題の解
　決に向け、スクールカウンセラーの配

はい
置
ち
な

　ど教育相談体制の充実と、暴力やいじめは
　許されないという意識を深める。
●子どもの人権の重要性について正しい認識
　と理解を深める
　ため、各種学級、
　講座などによる
　学習機会を充実
　する。


